
医療分 所得割率： 9.00% 均等割額 50,500円

子ども分 所得割率： 0.20% 均等割額 1,300円

○後期高齢者の単身世帯（収入が年金のみの場合） 　

軽減判定
所得

軽減割合 軽減後 年額
100円未満切捨て

月額相当

医療分 0円 0円 0円 ７.２割 14,140円 円 14,100 1,175円

子ども分 0円 0円 0円 ７割 390円 円 300 25円

医療分 70,000円 6,300円 350,000円 ７.２割 14,140円 円 20,400 1,700円

子ども分 70,000円 140円 350,000円 ７割 390円 円 500 42円

医療分 270,000円 24,300円 550,000円 ５割 25,250円 1円 49,500 4,125円

子ども分 270,000円 540円 550,000円 ５割 650円 1円 1,100 92円

医療分 470,000円 42,300円 750,000円 ２割 40,400円 1円 82,700 6,892円

子ども分 470,000円 940円 750,000円 ２割 1,040円 1円 1,900 158円

医療分 670,000円 60,300円 950,000円 ２割 40,400円 1円 100,700 8,392円

子ども分 670,000円 1,340円 950,000円 ２割 1,040円 1円 2,300 192円

医療分 870,000円 78,300円 1,150,000円 - 50,500円 1円 128,800 10,733円

子ども分 870,000円 1,740円 1,150,000円 - 1,300円 1円 3,000 250円

○後期高齢者の夫婦二人世帯（世帯主の収入が年金のみで、配偶者に収入がない場合） 後期高齢者医療年間保険料

0

軽減割合 軽減後 軽減割合 軽減後 0 年額 月額相当

医療分 0円 ７.２割 14,140円 14,100円 0円 医療分 0円 ７.２割 14,140円 14,100円 0 28,200円 2,350円

子ども分 0円 ７割 390円 300円 0円 子ども分 0円 ７割 390円 300円 0 600円 50円

医療分 6,300円 ７.２割 14,140円 20,400円 0円 医療分 0円 ７.２割 14,140円 14,100円 0 34,500円 2,875円

子ども分 140円 ７割 390円 500円 0円 子ども分 0円 ７割 390円 300円 0 800円 67円

医療分 24,300円 ５割 25,250円 49,500円 0円 医療分 0円 ５割 25,250円 25,200円 1 74,700円 6,225円

子ども分 540円 ５割 650円 1,100円 0円 子ども分 0円 ５割 650円 600円 1 1,700円 142円

医療分 42,300円 ５割 25,250円 67,500円 0円 医療分 0円 ５割 25,250円 25,200円 1 92,700円 7,725円

子ども分 940円 ５割 650円 1,500円 0円 子ども分 0円 ５割 650円 600円 1 2,100円 175円

医療分 60,300円 ５割 25,250円 85,500円 0円 医療分 0円 ５割 25,250円 25,200円 1 110,700円 9,225円

子ども分 1,340円 ５割 650円 1,900円 0円 子ども分 0円 ５割 650円 600円 1 2,500円 208円

医療分 78,300円 ２割 40,400円 118,700円 0円 医療分 0円 ２割 40,400円 40,400円 1 159,100円 13,258円

子ども分 1,740円 ２割 1,040円 2,700円 0円 子ども分 0円 ２割 1,040円 1,000円 0.8 3,700円 308円

※100円未満切り捨て ※100円未満切り捨て

公的年金収入額×0.05＋145.5万円

195.5万円

A　160万円

180万円

公的年金等控除額

公的年金収入額×0.25＋27.5万円

公的年金収入額×0.15＋68.5万円

160万円

公的年金等収入額
年金所得の
計算方法（65
歳以上の方）
※合計所得
金額1,000万
円以下の場
合

～330万円未満

330万円～410万円未満

410万円～770万円未満

770万円～1,000万円未満

1,000万円以上

均等割額

区分

令和８年度

保険料
（年額）

保険料

保険料

区分区分

200万円

220万円

240万円

公的年金
収入額

基礎控除後
の所得額（年金所

得－43万）
所得割額

110万円※収入が110万円以下の場合は所得金額が0円となります。

120万円

夫 妻 世帯合計

公的年金
収入額

所得割額
均等割額 保険料

（年額）
公的年金
収入額

所得割額
均等割額

180万円

200万円

220万円

240万円

120万円

Aの計算例（公的年金収入額160万円の場合）

【医療分】

（１）年金所得金額を求めます。

160万円（年金収入額）－110万円（年金控除額）＝50万円①

（２）所得割額を計算します。

（①－43万円（基礎控除））×9％＝6,300円
（３）均等割額の軽減判定の所得金額を計算します。

①－15万円(高齢者特別控除額)＝35万円②

②＜43万円＋10万円＝53万円 ・・・ 7.2割軽減該当（△36,360円）

（４）均等割額を求めます。

50,500円－36,360円＝14,140円
（５）年間保険料（100円未満切捨て）

6,300円（所得割額）＋14,140円（均等割額）＝20,440円→20,400円
【子ども分】

（１）年金所得金額を求めます。

160万円（年金収入額）－110万円（年金控除額）＝50万円③

（２）所得割額を計算します。

（③－43万円）×0.2％＝140円
（３）均等割額の軽減判定の所得金額を計算します。

③－15万円（高齢者特別控除額）＝35万円④

④＜43万円＋10万円＝53万円 ・・・ ７割軽減該当（△910円）

（４）均等割額を求めます。

1,300円－910円＝390円
（５）年間保険料（100円未満切捨て）

140円（所得割額）＋390円（均等割額）＝530円→500円

【令和8年度保険料】

20,400円（医療分）＋500円（子ども分）＝20,900円


	HP用 (2)

